
看
護
部
の
４
西
、
６
西

の
２
病
棟
で
二
交
替
制
勤

務
の
試
行
を
実
施
し
て
い

る
。
賛
成
、
反
対
そ
れ
ぞ

れ
の
意
見
が
あ
り
、
今
後

話
し
合
っ
て
い
く
。

化
療
セ
ン
タ
ー
が
24
年

秋
の
オ
ー
プ
ン
を
目
指
し

て
工
事
中
。
完
成
が
遅
れ

る
場
合
も
あ
る
。

が
ん
に
特
化
し
、
一
般

の
診
療
科
の
患
者
が
減
り
、

今
後
の
機
能
分
担
、
二
次

救
急
な
ど
方
向
性
が
重
要

と
な
る
。

改
築
が
一
番
の
問
題
で

あ
る
。
11
月
４
日
の
「
重

点
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の

深
堀
の
た
め
の
公
開
ヒ
ア

リ
ン
グ
で
も
、
県
民
の
医

療
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
な
ど

を
招
か
な
い
こ
と
が
必
要

と
さ
れ
て
い
る
。
11
月
議

会
に
補
正
が
付
く
の
か
。

２
０
１
２
年
４
月
に
新

規
採
用
者
が
い
な
い
た
め
、

定
数
割
れ
で
病
棟
運
営
が

で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ

る
。年

休
の
消
化
が
非
常
に

悪
く
な
っ
て
い
る
。
夏
季

休
暇
期
間
中
の
２
日
し
か

取
れ
て
い
な
い
病
棟
も
あ

る
。

３
６
５
日
の
全
日
二
次

救
急
が
ど
う
な
る
の
か
は
っ

き
り
し
な
い
。
患
者
数
が

22
年
よ
り
減
っ
て
い
る
の

に
進
ん
で
良
い
の
か
。

駐
車
場
に
余
裕
が
無
く
、

予
約
時
間
に
間
に
合
わ
な

い
。
こ
れ
か
ら
周
産
期
、

新
生
児
を
つ
く
り
た
い
と

考
え
て
い
る
が
、
駐
車
場

も
同
時
に
考
え
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

外
来
化
学
療
法
は
月
平

均
１
人
で
あ
り
、
薬
剤
師
、

医
師
は
中
央
か
ら
来
る
。

来
年
は
ど
う
な
る
の
か
。

派
遣
期
間
が
あ
と
１
年

数
カ
月
と
な
り
、
来
年
の

夏
に
は
ど
う
す
る
の
か
判

断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
派
遣
さ
れ
た
時
は
割

愛
採
用
を
希
望
す
る
職
員

も
多
く
い
た
が
、
現
在
は

微
妙
で
あ
る
。
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県立病院ではたらく仲間をつなぐ

11
月
24
日
、
ウ
ィ
ル
あ
い
ち
に
お
い
て
、
定
期
大
会
を
開
催
し
、
11
年
度

の
活
動
報
告
、
12
年
度
運
動
方
針
、
会
計
規
則
等
の
改
正
等
が
、
満
場
一
致

で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

定
期
大
会
で
は
、
各
分
会
か
ら
も
職
場
の
状
況
や
問
題
等
が
話
さ
れ
、
今

後
１
年
間
、
定
期
大
会
で
決
定
さ
れ
た
方
針
に
基
づ
い
て
、
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

中
央
病
院

愛
知
病
院

城
山
病
院

小
児
セ
ン
タ
ー

尾
張
診
療
所

一
宮
市
民
病
院



平成23年11月22日

病院事業庁管理課

根拠 事由 限度日数 改正案

条例

小学校就学の始期に達するまでの子を
養育する職員が、負傷し又は疾病にか
かった子の世話（予防接種・健診を受け
させる場合を含む。※H22.8要件拡大）を
行う場合

5日(２人以上は10日)以内
※H22.8 ２人以上は10日に

対象を「中学校就学の
始期に達するまでの
子」に拡大する。

家族看
護

要領

配偶者、1親等の親族、同居の3親等内
の親族の看護を必要とするときで、職員
以外に看護者がいない場合(※平成23
年度から乳幼児の看護は対象外）

9日以内

「中学校就学の始期に
達するまでの子」を対
象から除いて、
条例・規則化

永年勤
続

要領
永年勤続表彰（25年）又は20、30、35年
を経過し、旅行等により心身のリフレッ
シュを図る場合

9日以内 廃止

結婚 要領
結婚の日から結婚の日後1月を経過する
日までの期間において新世帯の形成に
必要な社会慣習的諸事を処理する場合

9日以内 廃止

親族死
亡

要領

配偶者、2親等内の親族、3親等の傍系
尊属の死亡に近接して、家事等親族間
の助け合いのため必要な事項を処理す
る場合

4日以内 廃止

子の予
防接種

要領

義務教育就学の終期に達するまでの子
（小学校就学の始期に達するまでの子を
除く。）に、都道府県又は市町村が実施
する予防接種を受けさせる場合
※平成23年度から健診・乳幼児を対象
外とし、名称も「子の予防接種」に改正

9日以内

廃止
（小学生の子の予防接
種については、「４　子
の看護休暇」で対応）

　　　特別休暇の見直しについて

子の看護

名称

問

各
病
院
で
二
交
替
制

勤
務
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

今
回
の
中
央
病
院
の
二
交

替
制
勤
務
の
試
行
理
由
が

わ
か
ら
な
い
。

答

職
員
の
希
望
が
多
い
。

募
集
の
問
い
合
わ
せ
も
二

交
替
勤
務
に
つ
い
て
多
い
。

夜
勤
が
月
９
～
10
回
が
４

回
と
な
り
、
個
人
負
担
が

減
っ
た
。
現
在
は
８
割
程

の
職
員
が
二
交
替
制
勤
務

に
賛
成
で
あ
る
。
試
行
当

初
は
遅
出
勤
務
が
23
時
以

降
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る

が
、
現
在
は
22
時
に
は
帰

れ
る
。

問
題
点
と
し
て
は
、
新

し
い
勤
務
体
制
と
な
り
、

い
つ
寝
て
良
い
か
わ
か
ら

な
い
。
体
調
管
理
が
大
変

で
あ
る
。

試
行
期
間
の
８
週
間
の

労
働
時
間
数
が
、
職
員
間

で
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
。
労

働
時
間
に
つ
い
て
は
、
は
っ

き
り
さ
せ
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

11月22日、病院事業庁から、家族休暇等、「特別
休暇の見直し」が提示されました。今後、改悪とな
らないよう、執行委員、分会役員で協議し、交渉を
進めていきます。
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病
院
組
合

レ
ク

第
２
弾
！

天
気
も
良
く
、
お

買
い
物
日
和
。
壮

大
な
富
士
山
も
見

ら
れ
ま
し
た
。


